
                                                         

 
健康長寿のための埼玉県地域・職域連携推進事業実施要綱 

 
１ 目的 

  健康長寿埼玉を実現するためには、個々人の主体的な健康づくりの取組に加え、地域 

 の実情を踏まえた効果的・効率的な保健事業等により生涯を通じた健康管理を支援し 

 ていくことが必要である。 

  そこで、県民の健康寿命延伸のための施策を推進するために、地域保健と職域保健の 

 連携をより一層強化して、効果的な健康長寿推進体制の構築を目指す。 

 
２ 実施主体 
  埼玉県保健医療部健康長寿課及び各保健所とする。 
 
３ 事業内容 
（１）の事業は必須とし、（２）から（６）の事業は、地域の実情に応じて選択によ
り実施するものとする。 

 
（１）働き盛り世代の健康づくり支援等健康課題対策支援事業 
   働き盛り世代の健康づくり支援に関する会議や研修会を開催し、生活習慣病対策

の推進のため、関係団体相互の役割や連携について、共通認識を醸成する。 
   また、地域の働き盛り世代等の健康課題を確認し、解決に向けた活動を実践して

いく。なお、その他健康づくりに関する既存の会議等を兼ねる、オンラインを活用す
るなど、効率的な事業運営に努めることとする。 

  ア 埼玉県地域・職域連携推進担当者会議の開催 
    年２回の範囲内で埼玉県保健医療部健康長寿課長が招集する。ただし、追加開 
   催することを妨げない。 
  イ 各保健所地域・職域連携推進協議会の開催 
    年２回の範囲内で保健所長が招集する。ただし、追加開催することを妨げない。 
  ウ 研修会の開催 
   適宜、地域の働き盛り世代等の健康課題解決に向けた研修会を開催する。 
 
（２）特定健診・特定保健指導実施率向上事業 
   特定健診の受診状況等を分析し、市町村や保険者等関係者が協働で健診・保健指 
  導の勧奨に取り組み、県民の健康意識を醸成させるとともに、健診・保健指導実施 
  率の向上を目指す。 
 
（３）効果的な保健指導実施支援事業 
   地域の保健指導実務者等のスキルアップを目的とし、より実践的で効果的な保健 
  指導に関する研修等を実施することで、保健指導の質を向上させる。   
 
（４）地域健康長寿情報のＰＲ 
      健康長寿を推進する市町村事業を支援するため、地域の健康づくりに関連する情 

報について積極的に収集し、広く地域住民に健康長寿の推進について周知を図る。 
（ホームページの作成、広報・他機関の機関誌等への掲載、ＳＮＳの活用などによ 
る周知も含む。） 
 

（５）市町村健康長寿のための情報担当者会議等の開催 
   保健所の収集した健康情報を有効活用するため、管内市町村保健衛生主管課職員

等を対象とした会議を開催し、地域全体で健康寿命延伸のための取組方策等について
検討する。 

   （内   容）健康寿命延伸のための健康課題の把握及び取組方策等について 
   （回   数）２回程度 



                                                         

（６）市町村等健康支援事業等の推進 
     市町村等健康支援事業の以下の事業について、保健所の機能を生かし、市町村や団

体等への支援を行い、地域における健康長寿の推進を図る。 
  ア みんなで健康マイスター事業に関すること 
  イ 埼玉県健康経営認定制度に関すること 
  ウ 受動喫煙防止対策に関すること 
  エ 糖尿病性腎症重症化予防事業に関すること 
  オ その他、市町村等健康支援事業等の推進に関すること 
 
４ 地域・職域連携推進協議会の構成団体 
 県及び各保健所で開催する地域・職域連携推進協議会の構成団体は、地域の特性に
応じて以下の団体等から選定する。 

   １ 埼玉労働局、労働基準監督署 
  ２ 産業保健総合支援センター、地域産業保健センター 
  ３ 埼玉労働基準協会連合会、各地区労働基準協会 
  ４ 商工会議所・商工会等 
   ５ 国民健康保険団体連合会、健康保険組合団体連合会、健康保険組合 
  ６ 全国健康保険協会埼玉支部 
  ７ 健診機関・保健指導実施機関 
  ８ 各職能団体（医師会・歯科医師会・看護協会・栄養士会・在宅職能の会等） 
   ９ 市町村（衛生担当・国保担当） 
   10 保健所 
 
５ 実施計画書 
  保健所長は、会議の設置・事業の実施に当たり、健康長寿課長が指定する期日まで 
 に、実施計画書（別紙１）を提出する。 
 
６ 実施報告書 
  保健所長は、事業が終了したときは速やかに健康長寿課長に、実施実績報告書（別 
 紙２）を提出する。 
 
７ 経費 
  事業に要する経費は、保健所の申請に基づき予算の範囲内で令達する。 
 
８ その他 
  この要綱に定めのない事項については、保健所と健康長寿課が協議の上、処理する 
 ものとする。 
 
 
附則 
 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  
附則 
 １ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 
 ２ 「地域健康長寿企画支援事業実施要綱」は廃止する。 
附則 
 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和６年４月８日から施行する。 
附則 
 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


